
福利厚生事業の状況を公表します 

 

 町では、地方公務員法第４２条に基づき、職員の保健、元気回復その他厚生に関する事業

を次により実施しています。 

 

１．上松町役場職員会 

（１）職員会の運営 

   職員の福利増進と職員相互の親睦を深めることを目的に「上松町役場職員会」を組織

しています。職員からの会費により事業を実施しています。 

（令和６年度会員数 ９０名） 

※職員会費：給料月額の 3/1000を毎月徴収 

 

（２）事業内容 

  ◇ 給付事業：結婚祝金、出産祝金、死亡弔慰金、傷病見舞金、災害見舞金等の給付 

  ◇ 厚生事業：職員会総会、職員歓送迎会、環境美化活動など 

 

（３）令和５年度の決算の状況（令和６年３月末現在） 

 

 

 

 

 
 

 

 

２．長野県市町村職員互助会 

  長野県内の市町村及び一部事務組織等で組織された「長野県市町村職員互助会」に加入

しています。 

（１）長野県市町村職員互助会の運営 

  職員からの掛金（給料月額の 2.8/1000）と町負担金（給料総額の 2.３/1000）によ

り運営されています。 

主な事業として、健康増進及びメンタルヘルス事業、各種祝金、見舞金等の給付事業な

どがあります。 

 

（２）令和５年度 支出状況 （令和６年３月末 職員数８８名） 

区 分 支出額 

職員掛金（個人負担） ９４７千円 

町負担金（公費負担） ７７９千円 

計 １，７２６千円 

  （備考）職員１人当たり公費負担額 ８，８４８円 

収 入 支 出 

項 目 決算額 項 目 決算額 

会 費 １，０１0千円 給 付 事 業 １９０千円 

繰越金・雑収入等 ８９２千円 厚 生 事 業 等 １，０５１千円 

計 １，９０２千円 計 １，２４１千円 



３．健康診断などの実施状況（令和５年度） 

   

 

 

 

 

 

４．令和６年度の予算の状況 

（１）上松町役場職員会 （令和６年度会員数９０名） 

 

 

 

 

 

 

※職員会費：給料月額の 3/1000 

 
 

（２）長野県市町村職員互助会  

区 分 支出予算額 

職員掛金（個人負担） ９61千円 

町負担金（公費負担） ７90千円 

計 １，７51千円 

※職員の掛金：給料月額の 2.8/1000 

公費負担金：給料総額の 2.3/1000 

区 分 受診者数 

健康診断 ３３人 

人間ドック ４５人 

計 ７８人 

収 入 支 出 

項 目 予算額 項 目 予算額 

会 費 ９６１千円 給 付 事 業 ４４０千円 

繰越金・雑収入等 ７１９千円 厚 生 事 業 等 １，２40千円 

計 １，６８０千円 計 １，６80千円 


